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中国産の蜂蜜をオーストラリア産と偽つて日本国内で販売していた日系企業が

ACCCに処分を受けました。この日系企業は豪州国内に現法を持つており、２％

のみオーストラリア産の蜂蜜を混入させ残りは中国産であるにも拘わらず、オー

ストラリア産のラベルを瓶に貼り日本国内で販売しておりました。 
 

瓶詰めは中国の工場でされておりましたが、オーストラリアで製造、瓶詰めされ

た様に表示されておりました。また、２％のみオーストラリア産であるにも拘わ

らず、全てタスマニア産と表示致しました。 
 

ACCCはこの日系企業を商慣習法違反で起訴致しました。虚偽の表示を禁じてい

る５２条に違反していると断定致しました。また、５３条では生産国の虚偽の表

示を禁じております。 
 

ACCCは商慣習法の５条を活用する事により豪州と商取引がある国外の企業に商

慣習法を適応致しました。 
 

食品等でオーストラリア産の表示する際には豪州国外で販売する場合でも豪州の

国内法が適応される事を忘れてはいけません。但し、豪州裁判所の執効能力につ

いては、幣法律事務所ホーム・ページの「国際法」を参照下さい。 
 

 

                                                        
 

 

 

 

   更に詳しい内容をご希望の方は下記までご連絡願います。 
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